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九州電力株式会社玄海原子力発電所第 3号機の 

設計及び工事の計画の技術基準規則等への適合性に関する審査結果 
 

原規規発第 2104231 号 

令和３年４月２３日 

原 子 力 規 制 庁  

 

 

１．審査内容 

原子力規制委員会原子力規制庁（以下「規制庁」という。）は、九州電力株式会社

玄海原子力発電所第 3 号機の設計及び工事の計画の認可申請（令和 2 年 9 月 10 日

付け原発本第 148 号をもって申請、令和 3 年 4 月 16 日付け原発本第 1 号をもって

一部補正。以下「本申請」という。）が、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制

に関する法律（昭和 32 年法律第 166 号。以下「原子炉等規制法」という。）第４３

条の３の９第３項第１号に規定する発電用原子炉の設置変更の許可を受けたとこ

ろによるものであるかどうか、同項第２号に規定する「実用発電用原子炉及びその

附属施設の技術基準に関する規則」（平成 25 年原子力規制委員会規則第 6号。以下

「技術基準規則」という。）に適合するものであるかどうかについて審査した。 

規制庁は、審査に当たり、申請書本文、発電用原子炉の設置の許可との整合性に

関する説明書、発電用原子炉施設の自然現象等による損傷の防止に関する説明書、

設備別記載事項の設定根拠に関する説明書、安全設備及び重大事故等対処設備が使

用される条件の下における健全性に関する説明書、発電用原子炉施設の火災防護に

関する説明書、発電用原子炉施設の溢水防護に関する説明書、発電用原子炉施設の

蒸気タービン、ポンプ等の損傷に伴う飛散物による損傷防護に関する説明書、通信

連絡設備に関する説明書、安全避難通路に関する説明書、非常用照明に関する説明

書、強度に関する説明書、耐震性に関する説明書、放射線管理用計測装置の構成に

関する説明書並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書、管理区域の出入管

理設備及び環境試料分析装置に関する説明書、生体遮蔽装置の放射線の遮蔽及び熱

除去についての計算書、非常用発電装置の出力の決定に関する説明書、緊急時対策

所の機能に関する説明書、緊急時対策所の居住性に関する説明書、添付図面並びに

設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書（以下「本申請の書

類」という。）を確認の対象とした。 

なお、第 3号機及び第 4号機で共用している設備のうち第 4号機設備に係る審査

については、別途申請された玄海原子力発電所第 4号機の設計及び工事の計画の認

可申請（令和 2年 9月 10 日付け原発本第 149 号をもって申請、令和 3年 4月 16 日

付け原発本第 2号をもって一部補正。）の審査において行う。 

 

１－１ 原子炉等規制法第４３条の３の９第３項第１号への適合性 

規制庁は、本申請の書類から、 

（１）工事計画のうち設備の仕様に関する事項が、玄海原子力発電所発電用原子炉

設置変更許可申請書（平成 29 年 1 月 18 日付け原規規発第 1701182 号、平成 31

年 1 月 16 日付け原規規発第 1901168 号及び令和 2 年 1 月 29 日原規規発第
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2001297 号にて許可したもの。以下「設置変更許可申請書」という。）に記載さ

れた設備仕様と整合していること 

（２）工事計画のうち設備の基本設計方針が、設置変更許可申請書の設計方針と整

合していること 

（３）設計及び工事に係る品質マネジメントシステムが、令和 2年 4月 1日付け原

発本第8号をもって届出のあった原子炉等規制法第４３条の３の５第２項第１

１号に掲げる事項（発電用原子炉施設の保安のための業務に係る品質管理に必

要な体制の整備に関する事項）と整合していること 

を確認した。 

 

規制庁は、上記の事項を確認したことから、本申請が、原子炉等規制法第４３条

の３の９第３項第１号に適合していると認める。 

 

１－２ 原子炉等規制法第４３条の３の９第３項第２号への適合性 

九州電力株式会社は、本申請において、緊急時対策所の機能について、代替緊急

時対策所から緊急時対策所（緊急時対策棟内）に移行すること、また、竜巻防護対

策に用いる固縛装置として、既に適用している「たるみ巻取装置」に加え、「余長を

有する固縛」を追加することを計画している。 

規制庁は、本申請の工事計画が、緊急時対策所の機能の移行等に伴う工事である

ことから、技術基準規則第４条（設計基準対象施設の地盤）、第５条（地震による損

傷の防止）、第１３条（安全避難通路等）から第１５条（設計基準対象施設の機能）

まで、第３４条（計測装置）、第４６条（緊急時対策所）から第５２条（火災による

損傷の防止）まで、第５４条（重大事故等対処設備）、第５５条（材料及び構造）、

第５７条（安全弁等）及び第７５条（監視測定設備）から第７８条（準用）までの

規定に適合するものであるかについて以下のとおり確認した。 

なお、工事の方法に係る技術基準規則の規定への適合性については、上記各条に

規定される設備ごとの要求事項等を踏まえ、当該設備が期待される機能を確実に発

揮することを示すものであり、かつ、工事の手順や検査の方法等の妥当性を確認す

るものであるため、上記各条の規定への適合性とは別に記載した。 

 

（１）第４条（設計基準対象施設の地盤） 

規制庁は、本申請の書類から、申請のあった設計基準対象施設を十分に支持す

ることができる地盤に設置するため、設置変更許可申請書の設計方針に基づくと

ともに、「耐震設計に係る工認審査ガイド」（平成 25 年 6 月原子力規制委員会。以

下「耐震工認審査ガイド」という。）を踏まえ、設計及び工事の計画の認可におい

て実績のある日本電気協会「原子力発電所耐震設計技術指針」（以下「JEAG4601」

という。）等の規格及び基準等に基づく手法を適用して、Ｃクラスの施設の耐震重

要度に応じた地震力が作用した場合の接地圧に対する許容限界として、安全上適

切と認められる規格及び基準等による地盤の短期許容支持力度を設定しているこ

とを確認したことから、第４条の規定に適合していると認める。 
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（２）第５条（地震による損傷の防止） 

① 耐震設計の基本事項 

規制庁は、本申請の書類から、申請のあった設計基準対象施設については、

これに作用する地震力による損壊により公衆に放射線障害を及ぼさないよう

にするため、設置変更許可申請書の設計方針に基づくとともに、耐震工認審

査ガイドを踏まえ、設計及び工事の計画の認可において実績のある JEAG4601

等の規格及び基準等に基づく手法を適用して、施設の耐震設計上の重要度に

応じてＣクラスに分類した上で、施設の耐震重要度に応じた地震力に対し構

造強度を確保する設計としていることを確認した。 

 

② 耐震重要度分類 

規制庁は、本申請の書類から、申請のあった設計基準対象施設の耐震重要

度分類については、施設の耐震設計上の重要度に応じてＣクラスに分類して

いること、施設に要求される安全機能の役割に応じて、施設を構成する設備

（主要設備、直接支持構造物、間接支持構造物）に適切に区分していることを

確認した。 

 

③ 地震力の算定方法 

規制庁は、本申請の書類から、静的地震力については、設置変更許可申請書

の設計基準対象施設の耐震設計で示された静的地震力の算定方針に基づき、

施設の耐震重要度に応じた係数を乗じ、施設の振動特性及び地盤の種類を考

慮するなどして、建物・構築物、機器・配管系のそれぞれに対して適切に算定

していることを確認した。 

 

④ 荷重の組合せ 

規制庁は、本申請の書類から、 

a. 建物・構築物及び機器・配管系については、それぞれの施設に作用する

地震力と地震力以外の荷重を適切に組み合わせていること 

b. 地震荷重と風荷重又は積雪荷重との組合せについては、風荷重又は積

雪荷重の影響が地震荷重と比べて無視できない構造、形状及び仕様を有

する施設を屋外施設から選定し、当該施設の評価において考慮している

こと 

を確認した。 

 

⑤ 許容限界 

規制庁は、本申請の書類から、建物・構築物、機器・配管系のそれぞれの強

度評価における許容限界については、安全上適切と認められる規格及び基準

等に基づき、施設の機能を維持又は構造強度を確保できる設定としているこ

とを確認した。 

 

規制庁は、①～⑤の事項を確認したことから、第５条の規定に適合していると

認める。 
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（３）第１３条（安全避難通路等） 

規制庁は、本申請の書類から、 

① 緊急時対策棟及び緊急時対策棟屋外地下エリア内に、容易に識別できる安

全避難通路を設置する設計としていること 

② 緊急時対策棟及び緊急時対策棟屋外地下エリア内に、避難用照明として、

蓄電池を内蔵した非常灯及び誘導灯を設置する設計としていること 

を確認したことから、第１３条の規定に適合していると認める。 

 

（４）第１４条（安全設備） 

規制庁は、本申請の書類から、申請のあった安全施設について、設計基準事故

時及び当該事故に至るまでの間に想定される環境条件において、その機能を発揮

するため、当該設備がさらされると考えられる圧力、温度、湿度、放射線等の環

境条件と機器仕様の比較等により耐性を確認した設計としていることを確認した

ことから、第１４条の規定に適合していると認める。 

 

（５）第１５条（設計基準対象施設の機能） 

規制庁は、本申請の書類から、 

① 重要安全施設以外の安全施設のうち第 4 号機と共用する緊急時対策所（緊

急時対策棟内）、通信連絡設備等について、必要な情報を共有かつ考慮しなが

ら、総合的な管理を行うこととしており、原子炉施設の安全性を損なわない

設計としていること 

② 申請のあった設計基準対象施設について、その健全性及び能力を確認する

ため、原子炉の運転中又は停止中に必要な箇所の保守点検（試験及び検査を

含む。）が可能な構造であり、かつ、そのために必要な配置、空間及びアクセ

ス性を備えた設計としていること 

を確認したことから、第１５条の規定に適合していると認める。 

 

（６）第３４条（計測装置） 

規制庁は、本申請の書類から、モニタリングステーション及びモニタリングポ

ストの指示値を緊急時対策所（緊急時対策棟内）に表示できる設計としているこ

と、また、当該データ伝送系は多様性を有する設計としていることを確認したこ

とから、第３４条の規定に適合していると認める。 

 

（７）第４６条（緊急時対策所） 

規制庁は、本申請の書類から、 

① 中央制御室以外の場所に設置した緊急時対策所（緊急時対策棟内）に、発

電所内の関係要員への指示を行うため及び発電所外関連箇所との通信連絡を

行うため、電力保安通信用電話設備、衛星携帯電話設備、無線連絡装置、統

合原子力防災ネットワークに接続する通信連絡設備等を設置又は保管する設

計としていること 

② 1 次冷却材喪失事故等に対処するために必要な情報を、中央制御室内の運

転員を介さずに正確かつ速やかに把握できる設備として、緊急時運転パラメ

ータ伝送システム（ＳＰＤＳ）及びＳＰＤＳデータ表示装置を設置し、必要
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なパラメータ等を緊急時対策所（緊急時対策棟内）において表示できる設計

としていること 

③ 発電所外関連箇所との通信連絡を行うために必要な通信設備（発電所外）

及びデータ伝送設備（発電所外）について、通信方式の多様性を備えた構成

の専用通信回線に接続し、輻輳等による制限を受けることなく常時使用でき

る設計としていること、また、非常用電源設備及び無停電電源等に接続し、

外部電源が期待できない場合でも動作可能な設計としていること 

④ 緊急時対策所（緊急時対策棟内）内の酸素濃度及び二酸化炭素濃度が活動

に支障がない範囲にあることを把握するため、容易かつ確実に操作できる酸

素濃度計及び二酸化炭素濃度計を保管する設計としていること 

⑤ 「有毒ガス防護に係る影響評価ガイド」（原規技発第 1704052 号（平成 29

年 4 月 5 日原子力規制委員会決定））を踏まえ、令和 2 年 3 月 30 日付け原規

規発第 20033012 号により認可した玄海原子力発電所第 3 号機の設計及び工

事の計画において特定した敷地内の固定源及び可動源のうち、敷地内の固定

源については、 

a. 有毒ガス防護に係る影響評価の評価条件を次のア．及びイ．のとおり設

定し、当該評価を行った結果、緊急時対策所（緊急時対策棟内）の指示要

員の吸気中の有毒ガス濃度が有毒ガス防護のための判断基準値を下回る

ことから、緊急時対策所（緊急時対策棟内）及びその近傍並びに有毒ガス

の発生源の近傍において工場等内における有毒ガスの発生を検出するた

めの装置並びに当該装置が有毒ガスの発生を検出した場合に自動的に警

報するための装置を不要とする設計としていること 

ア. 毒物及び劇物取締法（昭和 25 年法律第 303 号）の規定に基づき敷

地内の固定源貯蔵場所に設置された防液堤及び中和槽等並びに有毒

ガスの発生を抑制するために当該貯蔵場所に設置する覆いについて、

防液堤及び覆いが構造上更地になるような壊れ方をしない設計とし、

有毒化学物質が漏えいした場合に、貯蔵場所以外に流出しないよう中

和槽等を有する設計としていることから、これらの設置状況を踏まえ、

評価条件を設定していること 

イ. 上記ア.に記載した覆いの開口部面積について、寸法に基づく開口

部面積に余裕を見込んで設定していること 

敷地内の可動源については、 

b. 立会人等の随行、通信連絡設備による連絡、緊急時対策所換気設備の隔

離等の対策により、緊急時対策所（緊急時対策棟内）の指示要員を防護す

ることから、緊急時対策所（緊急時対策棟内）及びその近傍並びに有毒ガ

スの発生源の近傍において工場等内における有毒ガスの発生を検出する

ための装置及び当該装置が有毒ガスの発生を検出した場合に自動的に警

報するための装置を不要とする設計としていること 

を確認したことから、第４６条の規定に適合していると認める。 

また、上記の通信連絡設備等については、緊急時対策棟メタルクラッド開閉装

置等を介して第 3 号機及び第 4 号機の非常用母線から受電する設計とし、遮断器

により非常用母線への悪影響を防止する設計としていること、また、外部電源喪

失時にはディーゼル発電機から受電する設計とし、通信連絡設備等の負荷を考慮
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しても、ディーゼル発電機の定格容量を超えない設計としていることを確認した

ことから、本申請が、既に認可した設計及び工事の計画（以下「既工事計画」と

いう。）において確認した技術基準規則の規定への適合性に影響を与えないと認め

る。 

 

（８）第４７条（警報装置等） 

規制庁は、本申請の書類から、 

① 1 次冷却系統に係る原子炉施設の損壊又は故障その他異常の場合に、中央

制御室、緊急時対策所（緊急時対策棟内）等から人が立ち入る可能性のある

建屋内外の各所の人に操作、作業、退避の指示、事故対策のための集合等の

連絡を行うため、警報装置として運転指令設備を、多様性を確保した通信設

備として運転指令設備、電力保安通信用電話設備、衛星携帯電話設備等を設

置又は保管する設計としていること、また、これら設備について、非常用電

源設備及び無停電電源等に接続し、外部電源が期待できない場合でも動作可

能な設計としていること 

② 設計基準事故が発生した場合に、緊急時対策所（緊急時対策棟内）から発

電所外関連箇所へ事故の発生等に係る連絡を行うため、通信設備として加入

電話設備、電力保安通信用電話設備、衛星携帯電話設備、統合原子力防災ネ

ットワークに接続する通信連絡設備等を設置又は保管する設計としているこ

と、また、これら設備について、通信方式の多様性を備えた構成の専用通信

回線に接続し、輻輳等による制限を受けることなく常時使用できる設計とし

ているとともに、非常用電源設備及び無停電電源等に接続し、外部電源が期

待できない場合でも動作可能な設計としていること 

を確認したことから、第４７条の規定に適合していると認める。 

 

（９）第４８条（準用） 

規制庁は、本申請の書類から、申請のあった電気設備について、「原子力発電工

作物に係る電気設備に関する技術基準を定める命令」（平成 24 年経済産業省令第

70 号）に基づき、接地による感電及び火災の防止措置、保護継電器及び遮断器の

設置による異常の予防及び保護対策等を講じる設計としていることを確認したこ

とから、第４８条の規定に適合していると認める。 

 

（１０）第４９条（重大事故等対処施設の地盤） 

規制庁は、本申請の書類から、 

① 申請のあった重大事故等対処施設を十分に支持することができる地盤に設

置するため、設置変更許可申請書の設計方針に基づくとともに、設計基準対

象施設の設計及び工事の計画の認可において実績のある JEAG4601 等の規格

及び基準等に基づく手法を準用して、基準地震動による地震力が作用した場

合の接地圧に対して、安全上適切と認められる規格及び基準等による地盤の

極限支持力度に対して妥当な安全余裕を有していること 

② 地盤の極限支持力度については、設置変更許可申請書における岩種・岩級

ごとの数値を適用していること 

を確認したことから、第４９条の規定に適合していると認める。 
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（１１）第５０条（地震による損傷の防止） 

① 耐震設計の基本事項 

規制庁は、本申請の書類から、 

a. 申請のあった重大事故等対処施設をそれぞれの施設区分に応じた地震

力に対して構造強度を確保するようにするため、設置変更許可申請書の

設計方針に基づくとともに、設計基準対象施設の設計及び工事の計画の

認可において実績のあるJEAG4601等の規格及び基準等に基づく手法を準

用して、常設重大事故緩和設備が設置される重大事故等対処施設に分類

していること 

b. 常設重大事故緩和設備が設置される重大事故等対処施設については、

基準地震動による地震力に対して重大事故に対処するために必要な機能

が損なわれるおそれがないようにするため、設置変更許可申請書の設計

方針に基づくとともに、設計基準対象施設の設計及び工事の計画の認可

において実績のあるJEAG4601等の規格及び基準等に基づく手法を準用し

て、当該施設の機能を維持する設計としていること 

を確認した。 

 

② 施設区分 

規制庁は、本申請の書類から、申請のあった重大事故等対処施設の施設区

分については、施設の各設備が有する重大事故等時に対処するために必要な

機能及び設置状態を踏まえて、常設重大事故緩和設備が設置される重大事故

等対処施設に分類した上で、施設に要求される機能の役割に応じて、施設を

構成する設備（設備、直接支持構造物、間接支持構造物）に適切に区分してい

ることを確認した。 

 

③ 地震力の算定方法 

規制庁は、本申請の書類から、 

a. 動的地震力に関して、常設重大事故緩和設備が設置される重大事故等

対処施設について、地震応答解析の適用性、適用限界等を考慮して解析手

法を選定するとともに、施設及び地盤の構造特性、振動特性、相互作用等

を考慮して解析条件を設定した上で、建物・構築物の入力地震動評価並び

に建物・構築物及び機器・配管系の地震応答解析を実施して、地震力を適

切に算定していること 

b. 動的地震力の算定に当たって、建物・構築物の剛性及び地盤の剛性のば

らつき等を適切に考慮していること 

を確認した。 

 

④ 荷重の組合せ 

規制庁は、本申請の書類から、 

a. 建物・構築物及び機器・配管系については、施設区分に応じた地震力と

重大事故等時の状態で施設に作用する荷重等の地震力以外の荷重を適切

に組み合わせていること 
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b. 地震荷重と風荷重又は積雪荷重との組合せについては、風荷重又は積

雪荷重の影響が地震荷重と比べて無視できない構造、形状及び仕様を有

する施設を屋外施設から選定し、当該施設の評価において考慮している

こと 

c. 基準地震動による荷重と基準津波等による津波荷重との組合せについ

ては、建物・構築物及び機器・配管系を入力津波による影響を受けない敷

地高さに設置する設計としていることから、組み合わせる必要はないと

していること 

d. 重大事故等対処施設を支持する建物・構築物の当該部分の支持機能を

確認する場合については、支持される施設の施設区分に応じた地震力と

常時作用している荷重、重大事故等時の状態で施設に作用する荷重及び

その他必要な荷重とを組み合わせていること 

を確認した。 

 

⑤ 許容限界 

規制庁は、本申請の書類から、 

a. 建物・構築物及び機器・配管系のそれぞれの強度評価における許容限界

については、安全上適切と認められる規格及び基準等に基づき、施設の機

能を維持できる設定としていること 

b. 緊急時対策棟の許容限界については、施設全体の更なる安全性を確保す

るために基準地震動による地震力に対して弾性範囲に収める設定として

いること 

c. 地震時又は地震後に動的機能が要求される機器等の機能維持評価にお

ける許容限界については、実証試験等により確認されている機能確認済

加速度等を設定していること 

を確認した。 

 

⑥ 波及的影響 

規制庁は、本申請の書類から、 

a. 波及的影響を考慮すべき事象については、原子力発電所の地震被害を

調査し、その結果を考慮した上で、設置地盤及び地震応答性状の相違等に

起因する相対変位又は不等沈下、耐震重要施設並びに常設耐震重要重大

事故防止設備及び常設重大事故緩和設備が設置される重大事故等対処施

設以外の施設（以下「下位のクラスの施設」という。）との接続部におけ

る相互影響並びに下位のクラスの施設の損傷、転倒、落下等を選定してい

ること 

b. 波及的影響を考慮すべき施設については、敷地全体を俯瞰した調査及

び検討の結果、波及的影響を及ぼす可能性のある施設が存在しないこと 

を確認した。 
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⑦ 水平 2方向及び鉛直方向の地震力の組合せによる影響評価 

規制庁は、本申請の書類から、 

a. 水平 2 方向及び鉛直方向の地震力の組合せについては、常設重大事故

緩和設備が設置される重大事故等対処施設を対象に、当該組合せの適用

によって水平 1 方向及び鉛直方向の地震力を組み合わせた耐震計算への

影響の可能性がある施設を抽出し、三次元応答性状を考慮した上で基準

地震動を適用して当該組合せの適用が耐震性評価に及ぼす影響を評価し

ていること 

b. その結果、水平2方向及び鉛直方向の地震力の組合せによる応力等は、

水平 1 方向及び鉛直方向の地震力の組合せに対し、同等又は増加する傾

向であったが、応力等が増加する場合でも、水平 2 方向及び鉛直方向の

地震力の組合せによる応力等が許容値を満足すること 

を確認した。 

 

規制庁は、①～⑦の事項を確認したことから、第５０条の規定に適合してい

ると認める。 

 

（１２）第５１条（津波による損傷の防止） 

規制庁は、本申請の書類から、 

① 申請のあった重大事故等対処施設が基準津波によりその重大事故等に対処

するために必要な機能が損なわれるおそれがないようにするため、設置変更

許可申請書の設計方針に基づく設計としていること 

② 緊急時対策所（緊急時対策棟内）、緊急時対策所用発電機車等について、津

波防護対象設備に含めた上で、平成 29 年 8 月 25 日付け原規規発第 1708253

号により認可した玄海原子力発電所第 3 号機の設計及び工事の計画において

設定した入力津波による影響を受けない敷地高さに設置するとしていること 

を確認したことから、第５１条の規定に適合していると認める。 

 

（１３）第５２条（火災による損傷の防止） 

① 火災区域及び火災区画の設定 

規制庁は、本申請の書類から、申請のあった重大事故等対処施設を設置す

る区域を火災区域として、また、火災区域を重大事故等対処施設等の配置等

に応じて分割したものを火災区画として設定していることを確認した。 

 

② 火災発生防止に係る設計 

規制庁は、本申請の書類から、重大事故等対処施設における火災の発生を

防止するため、 

a. 火災区域等に設置する油又は水素を内包する設備については、その漏

えい及び拡大を防止するために溶接構造等を採用するとともに、可燃性

の蒸気及び水素が発生する火災区域については、可燃性の蒸気等を滞留

させないために適切な換気等を行える設計としていること 

b. 重大事故等対処施設については、不燃性材料、難燃性材料又はそれと同

等以上の性能を有する材料を使用する設計としていること 
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c. b.に記載した材料の使用が技術上困難である通信連絡設備の機器本体

に使用する専用ケーブル等は、当該重大事故等対処施設の火災に起因し

て他の重大事故等対処施設及び設計基準事故対処設備において火災が発

生することを防止することとし、金属製の筐体等への収納、延焼防止材に

よる保護、又は専用の電線管の敷設などを行う設計としていること 

d. 重大事故等対処施設について、落雷による火災の発生を防止するため

に、避雷設備及び接地設備を設置する設計としていること、また、地震に

よる火災の発生を防止するために施設の区分に応じた耐震設計を行うな

ど、自然現象による火災の発生防止対策を行う設計としていること 

を確認した。 

 

③ 火災の感知及び消火に係る設計 

規制庁は、本申請の書類から、 

a. 火災を早期に感知できるよう、火災区域等の環境条件、想定される火災

の性質等を考慮し、基本的にアナログ式の煙感知器若しくは熱感知器又

は火災の早期感知に優位性がある非アナログ式の炎感知器を組み合わせ

て火災区域等に設置するとともに、中央制御室及び緊急時対策所（緊急時

対策棟内）において常時監視できる設計としていること 

b. 火災の影響を限定し、早期の消火を行うため、煙の充満により消火活動

が困難となる火災区域等には、重大事故等に対処するために必要な機能

を有する電気設備に影響を与えないよう、全域ハロン自動消火設備を設

置するとともに、消火活動が困難とならない火災区域等には消防要員等

による消火活動を行うための消火器又は水消火設備を設置する設計とし

ていること、また、故障警報を中央制御室及び緊急時対策所（緊急時対策

棟内）に発する設計としていること 

c. 火災感知設備及び消火設備は、全交流動力電源喪失時に蓄電池及び代

替交流電源から電源を確保する設計とし、凍結、風水害及び地震によって

もその機能が損なわれない設計としていること 

を確認した。 

 

規制庁は、①～③の事項を確認したことから、第５２条の規定に適合している

と認める。 

 

（１４）第５４条（重大事故等対処設備） 

当該条文に係る以下の確認事項については関連する各条文で個別に確認を行っ

た。 

 

① 重大事故等対処設備（第５４条第１項関係） 

規制庁は、本申請の書類から、 

a. 環境条件及び荷重条件について、重大事故等対処設備は、想定される重

大事故等が発生した場合における温度、放射線、荷重及びその他の使用条

件において、その機能が有効に発揮できるようにするため、その設置（使

用）・保管場所に応じた耐環境性を有する設計とするとともに、操作が可
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能な設計としていること、さらに、屋外の重大事故等対処設備については、

竜巻等による風荷重を考慮して、竜巻襲来のおそれがある場合に余長を

有する固縛で拘束することにより機能を損なわない設計としていること

又は同じ機能を有する重大事故等対処設備との位置的分散を考慮した保

管により機能を損なわない設計としていること 

b. 操作性について、想定される重大事故等が発生した場合においても、重

大事故等対処設備を確実に操作できるようにするため、重大事故等時の

環境条件に対し、操作場所での操作が可能な設計としていること 

c. 試験及び検査について、重大事故等対処設備は、健全性及び能力を確認

するため、原子炉の運転中又は停止中に必要な箇所の保守点検（試験及び

検査を含む。）を実施できるようにするために、機能・性能確認（特性確

認を含む。）、分解・開放（非破壊検査を含む。）、外観確認等ができる設計

としていること 

d. 切替えの容易性について、重大事故等が発生した場合でも、通常時に使

用する系統から遮断器操作にて速やかに切り替えられる設計としている

こと 

e. 悪影響防止について、重大事故等対処設備は、原子炉施設（他号機を含

む。）内の他の設備（設計基準対象施設だけでなく、当該重大事故等対処

設備以外の重大事故等対処設備も含む。）に対して、遮断器の開放等によ

って悪影響を及ぼさない設計としていること 

f. 現場の作業環境について、重大事故等対処設備の設置場所は、想定され

る重大事故等が発生した場合においても操作及び復旧作業に支障がない

ように、遮蔽の設置や線源からの離隔距離により放射線量が高くなるお

それの少ない場所を選定し、設置場所で操作可能な設計としており、放射

線量が高くなるおそれがある場合は、放射線の影響を受けない異なる区

画又は離れた場所から遠隔で操作可能な設計としていること 

を確認した。 

 

② 常設重大事故等対処設備（第５４条第２項関係） 

規制庁は、本申請の書類から、 

a. 容量について、常設重大事故等対処設備は、想定される重大事故等の収

束において、想定する事象及びその事象の進展等を考慮し、重大事故等時

に必要な目的を果たすため、系統の目的に応じて必要となる容量等を有

する設計としていること 

b. 共用の禁止について、常設重大事故等対処設備の各機器は、二以上の原

子炉施設において共用しない設計とするが、共用対象の施設ごとに要求

される技術的要件を満たしつつ、二以上の原子炉施設と共用することに

よって、安全性が向上する場合であって、さらに、同一の発電所内の他の

原子炉施設に対して悪影響を及ぼさない場合は、共用できる設計として

いること 

を確認した。 
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③ 可搬型重大事故等対処設備（第５４条第３項関係） 

規制庁は、本申請の書類から、 

a. 容量について、可搬型重大事故等対処設備は、想定される重大事故等の

収束において、想定する事象及びその事象の進展を考慮し、系統の目的に

応じて、必要な容量等に加え、十分に余裕のある容量等を有する設計とし

ていること 

b. 確実な接続について、可搬型重大事故等対処設備を常設設備と接続す

るものについては、容易かつ確実に接続できるようにするため、ケーブル

はコネクタを、配管は簡便な接続規格を用いる設計としており、規格の統

一も考慮していること 

c. 現場の作業環境について、可搬型重大事故等対処設備の設置場所は、想

定される重大事故等が発生した場合においても設置及び常設設備との接

続に支障がないようにするため、遮蔽の設置や線源からの離隔距離によ

り放射線量が高くなるおそれの少ない場所を選定する設計としているこ

と 

d. アクセスルートの確保について、 

ア. 想定される重大事故等が発生した場合において、可搬型重大事故等

対処設備を運搬し、又は他の設備の被害状況を把握するため、発電所

内の道路及び通路が確保できるよう設計しており、屋内及び屋外にお

いて、想定される重大事故等の対処に必要な可搬型重大事故等対処設

備の保管場所から設置場所及び接続場所まで運搬するための経路又

は他の設備の被害状況を把握するための経路（アクセスルート）は、

自然現象、外部人為事象、溢水及び火災を想定し、迂回路も考慮して

複数のアクセスルートを確保すること 

 

イ. 屋外アクセスルートに対する地震による影響その他自然現象によ

る影響を想定し、複数ルートの中から早期に復旧可能なルートを確保

するため、予備を含め障害物を除去可能なホイールローダ 2台を分散

して保管すること 

を確認した。 

 

規制庁は、①～③の事項を確認したことから、第５４条の規定に適合している

と認める。 

 

（１５）第５５条（材料及び構造） 

① 重大事故等クラス２管 

規制庁は、本申請の書類から、 

a. 申請のあった重大事故等クラス２管の材料及び構造について、日本機

械学会「発電用原子力設備規格 設計・建設規格」（以下「設計・建設規格」

という。）及び日本機械学会「発電用原子力設備規格 材料規格」（以下「材

料規格」という。）に従い設計しているか、又はこれらの設計によらない

場合は、当該機器及び支持構造物が、その設計上要求される強度を確保で
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きるよう設計・建設規格等を参考に同等以上の性能を有する設計として

いること 

b. 具体的には、材料について、材料規格に規定されている材料を使用する

設計としていること、また、構造及び強度について、延性破断、疲労破壊

及び座屈による破壊を防止する設計としていること 

を確認した。 

 

② 重大事故等クラス３機器 

規制庁は、本申請の書類から、 

a. 申請のあった重大事故等クラス３機器の材料及び構造について、設計・

建設規格及び材料規格を参考に設計しているか、完成品として一般産業

品の規格及び基準に従い設計していること 

b. 具体的には、材料について、当該機器等が使用される条件に対して適切

な機械的強度及び化学的成分を有すること、また、構造及び強度について、

延性破断による破壊を防止する設計としていること 

を確認した。 

 

規制庁は、①及び②の事項を確認したことから、第５５条の規定に適合してい

ると認める。 

 

（１６）第５７条（安全弁等） 

規制庁は、本申請の書類から、緊急時対策所加圧設備には、圧力の過度の上昇

を適切に防止する性能を有する安全弁を設け、設計・建設規格等に適合する設計

としていることを確認したことから、第５７条の規定に適合していると認める。 

 

（１７）第６３条（最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備）、第６４条（原子炉

格納容器内の冷却等のための設備）及び第６５条（原子炉格納容器の過圧破

損を防止するための設備） 

規制庁は、本申請の書類から、可搬型温度計測装置（格納容器再循環ユニット

入口温度／出口温度（ＳＡ）用）について、重大事故等に対処するために必要な

機能に変更がなく、その保管場所について、設計基準事故対処設備の配置等の条

件を考慮した上で、原子炉補助建屋及び緊急時対策棟に保管する設計としている

ことなどを確認したことから、第６３条から第６５条までの規定への適合性に影

響を与えるものではなく、併せて、第５４条の規定に適合していると認める。 

 

（１８）第７３条（計装設備） 

規制庁は、本申請の書類から、原子炉補機冷却水サージタンク圧力（ＳＡ）及

び可搬型温度計測装置（格納容器再循環ユニット入口温度／出口温度（ＳＡ）用）

について、重大事故等に対処するために必要な機能に変更がなく、その保管場所

について、設計基準事故対処設備の配置等の条件を考慮した上で、原子炉補助建

屋及び緊急時対策棟に保管する設計としていることなどを確認したことから、第

７３条の規定への適合性に影響を与えるものではなく、併せて、第５４条の規定

に適合していると認める。 
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（１９）第７５条（監視測定設備） 

規制庁は、本申請の書類から、 

① モニタリング設備及び可搬型気象観測装置の指示値を緊急時対策所（緊急

時対策棟内）に表示できる設計としていること  
② 常設モニタリング設備が機能喪失しても代替し得る十分な台数の可搬型代

替モニタリング設備を緊急時対策棟内に配備する設計としていること 
を確認したことから、第７５条の規定に適合していると認める。併せて、当該条

文に係る監視測定設備が第５４条に適合していると認める。 

 

（２０）第７６条（緊急時対策所） 

規制庁は、本申請の書類から、緊急時対策所（緊急時対策棟内）は、重大事故

等が発生した場合においても当該事故等に対処するため、 

① 上記（１１）のとおり基準地震動による地震力に対し機能を喪失しないよ

うにするとともに、上記（１２）のとおり基準津波の影響を受けない設計と

していること 

② 緊急時対策所（緊急時対策棟）の機能に係る設備は、中央制御室との共通

要因により同時に機能喪失しないようにするために中央制御室に対して独立

性を有する設計とするとともに、中央制御室とは離れた位置に設置又は保管

すること 

③ 代替交流電源である緊急時対策所用発電機車からの給電を可能な設計とし、

当該代替電源を含めて、緊急時対策所の電源は多重性を確保していること 

④ 居住性確保として、重大事故等が発生した場合においても、当該事故等に

対処するために必要な指示を行う要員がとどまることができるよう、想定す

る放射性物質の放出量等を東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故と同

等とし、かつ、緊急時対策所（緊急時対策棟内）内でのマスクの着用、交代要

員体制及び安定よう素剤の服用がなく、仮設設備を考慮しない条件において、

第 3 号機及び第 4 号機からの同時被災を考慮しても、緊急時対策所にとどま

る要員の実効線量が事故後 7日間で約 25mSv であり、100mSv を超えないため

に緊急時対策所の気密性とあいまって適切な遮蔽設計及び換気設計を行って

いること 

⑤ 重大事故等に対処するために必要な指示ができるよう、重大事故等に対処

するために必要な情報を把握できる設備を設ける設計としていること 

⑥ 緊急時対策所（緊急時対策棟内）から発電所の内外の通信連絡をする必要

のある場所と通信連絡を行うために必要な設備を設ける設計としていること 

⑦ 緊急時対策所（緊急時対策棟内）の外側が放射性物質により汚染したよう

な状況下において、緊急時対策所（緊急時対策棟内）への汚染の持ち込みを

防止するために身体サーベイ及び作業服の着替えなどを行うための区画を設

ける設計としていること 

⑧ 重大事故等に対処するために必要な指示を行う要員に加え、原子炉格納容

器の破損等による発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための対策に対

処するために必要な数の要員を含め、重大事故等に対処するために必要な数

の要員を収容することができる設計としていること 
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を確認したことから、第７６条の規定に適合していると認める。併せて、以下の

事項等を確認したことから、当該条文に係る緊急時対策所（緊急時対策棟内）等

が第５４条に適合していると認める。 

⑨ 緊急時対策所用発電機車及び大容量空冷式発電機に適用する「余長を有す

る固縛」について、当該固縛で拘束することにより竜巻等による風荷重を考

慮して緊急時対策所用発電機車及び大容量空冷式発電機の機能を損なわない

設計としていること、また、原子炉施設（他号機を含む。）内の他の設備（設

計基準対象施設だけでなく、当該重大事故等対処設備以外の重大事故等対処

設備も含む。）に対して悪影響を及ぼさない設計としていること 

 

（２１）第７７条（通信連絡を行うために必要な設備） 

規制庁は、本申請の書類から、重大事故等が発生した場合において当該原子炉

施設の内外の通信連絡をする必要のある場所と通信連絡を行うために必要な設備

を施設することとしており、代替電源設備からの給電を可能とすることを確認し

たことから、第７７条の規定に適合していると認める。併せて、当該条文に係る

通信連絡を行うために必要な設備が第５４条に適合していると認める。 

 

（２２）第７８条（準用） 

規制庁は、本申請の書類から、 

① 申請のあった重大事故等対処施設に施設する内燃機関について、「発電用火

力設備に関する技術基準を定める省令」（平成 9 年通商産業省令第 51 号）に

基づき、耐圧部の構造は、最高使用圧力又は最高使用温度において発生する

最大の応力に対し十分な強度を有した設計としていること 

② 申請のあった重大事故等対処施設に施設する電気設備について、「原子力発

電工作物に係る電気設備に関する技術基準を定める命令」（平成 24 年経済産

業省令第 70 号）に基づき、接地による感電及び火災の防止措置、保護継電器

及び遮断器の設置による異常の予防及び保護対策等を講じる設計としている

こと 

を確認したことから、第７８条の規定に適合していると認める。 

 

（２３）工事の方法 

規制庁は、工事の方法について、上記各条に規定される要求事項等を踏まえ、

設備が期待される機能を確実に発揮できるように、工事の手順、使用前事業者検

査の項目及び方法が適切に定められ、また、工事中の従事者及び公衆に対する放

射線管理や他の設備に対する悪影響防止対策等が工事の留意事項として定められ

ていることから、工事の方法として妥当であり、上記各条の規定に適合している

と認める。 

 

（２４）既工事計画への影響 

規制庁は、本申請の書類から、既工事計画において確認した、上記各条、第６

条（津波による損傷の防止）から第１１条（火災による損傷の防止）まで及び第

３８条（原子炉制御室等）の規定への適合性について、上記（１）～（２３）に

おいて確認した事項のほか、既工事計画で確認した内容に変更がないことなどを
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確認したことから、本申請が、既工事計画において確認した技術基準規則の規定

への適合性に影響を与えないと認める。 

 

規制庁は、上記の事項を確認したことから、本申請が、原子炉等規制法第４３条

の３の９第３項第２号の規定に適合していると認める。 

 

２．審査結果 

規制庁は、１－１及び１－２の事項を確認したことから、本申請が、原子炉等規

制法第４３条の３の９第３項各号のいずれにも適合しているものと認める。 

 


